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平成２３年度第１回男女共同参画審議会議事録

１．会議の名称 我孫子市男女共同参画審議会

２．開催日時  平成２３年７月１５日（金）午後１時３０分～３時１５分 

３．開催場所  別館大会議室

４．出席者   大村芳昭委員 柚木理子委員  鈴木寿幸委員 広瀬美紀委

員 森谷良三委員 渡辺一彦委員 野田泰造委員 篠原千鶴

委員 酒井ユミ子委員 鈴木知子委員 新保美恵子委員

欠席者   宇野真理子委員 林文昭委員

事務局   高橋市民生活部次長兼市民活動支援課課長 

杉本男女共同参画室長  柳川男女共同参画推進員

５ 傍聴者 ０人（発言者 ０人）

６ 議事（要旨） 

  １．市民生活部高橋操次長より我孫子市の男女共同参画施策について説明 

  ２．新任委員紹介 酒井ユミ子委員

３．自己紹介 

４．議事 

（１）平成２２年度実施事業実績報告について

（２）平成２３年度推進事業について

 （３）その他

７ 会議の概要

（１）平成２２年度実施事業実績報告を事務局から説明。

配布資料の確認と当日資料の説明。

【事務局報告】 

９９事業のうち、１０項目を説明。 

事業№２  自主防災組織における女性の参画の働きかけ 市民安全課 

事業№１３ 教育相談                 教育研究所 

事業№２８ 母子・婦人相談              子ども支援課 

事業№３２ 女性の視点を盛り込んだ防災用品の整備   市民安全課 

事業№３８ 乳幼児から高齢期までの健康診査      健康づくり支援課 

事業№４８ 男女平等の視点に立った教育        教育委員会指導課 

事業№６３ 保育園定員枠の拡大            保育課 
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事業№７０ 介護予防教育               高齢者支援課 

事業№① 審議会等への女性委員の登用         秘書広報課・全課 

事業№⑤ 男女共同参画に関する職員対象研修      総務課  

【大村会長】 

 それでは、ただいま報告いただきました２２年度事業について、委員の皆様

からご意見をいただきたいと思います。 

【野田委員】 

 書式に関してですが、タイトルの事業№や事業がなくなるページがあるので、

入れてください。また、表題に全事業９９項目を挙げて、事業継続を何件、そ

の他何件というように表示があると、さらに見やすくなると思います。 

それから、男女共同参画全体で年間予算がいくらあって、大項目いくらか、

たとえば目標Ⅰの「あらゆる分野に男女が参画する制度をつくる」で、予算が

いくらで、いくら執行されたのか、いくら残って総額次年度いくらあるのかと

いうのがあると、さらに読みやすくなるかなと。 

また、１ページ目の２３年度計画のところに a 継続実施、ｂその他とあるの

ですが、事業廃止が１つあって、これがｂその他に入るということですね。で

きれば c事業廃止もつくっておけばいいのかなと思いました。 

 それから、３ページ目の№５「ビデオ収集」のところで、次年度予算７万円。

これはＤＶＤなどを購入されるのかと思いますけれども、個人的には下の№６

で図書を購入したほうが市民の目にもつくと思います。 

次に４ページ目の事業№８のところで、講座ごとの人数がわかると、どの講

座のニーズが高いかとわかるので、延べ人数プラス、個々の参加人数がわかる

といいかなと思います。 

８ページ目の１４番「父親対象の育児に関する学級」について、私もそうで

すが、土曜日も働いているので、実施日に日曜日も入れていただくといいかな

と思います。 

９ページ目の１７番「男女共同参画に関する相談」。相談件数１件で成果があ

ったというのは、ちょっと違和感があります。 

１１ページの２３番「市営住宅への入居条件の緩和」ですが、件数は０です。

いい政策と思いますが、宣伝はされているんですか。 

【事務局】 

広報あびこやホームページで広報をしています。 

【野田委員】 

１４ページの２８、２９番。経費も予算も「－」ということは０円というこ

とですか。 

【事務局】 

この場合の経費は嘱託職員である相談員の人件費のみなので、「－」となって
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います。 

【野田委員】 

 この辺は予算０なのかという認識を持ってしまったので、できればこういう

ところを、非常に相談件数が多かったりしますので、予算を厚く、強化したほ

うがいいのかと思いました。 

◎事務局補足 

○相談員の人数は、子ども支援課の母子･自立支援員１名で、今年度から正職

員１名も担当することになっています。子ども相談課の子ども相談員は４名 

心理相談員は２名で担当しています。 

○なお、資料の経費や予算は、各課の全体の事業の中の一部という形もある 

ので、男女共同参画関係事業にかかっている予算はいくらかというのが出ない

ところもあるかと思います。そのため、男女共同参画関係の経費を全て計上す

ることはできません。 

【柚木委員】 

 １６ページ３２番「女性の視点を盛り込んだ防災用品の整備」についてです

が、新規に設置されたものがここにピックアップされていますが、それが果た

して女性の視点なのかが問題だと思います。 

 備考欄に、「簡易間仕切り」「生理用品」などと入っていますので、今後の計

画に入ってくるとは思いますが、この辺の女性の視点ということがきちんとや

っていかないといけないことかなと思います。国の男女共同参画局のホームペ

ージでも、何が女性の視点に立った防災対策なのかという情報をアップしてい

ますので、それらを参考にしながら今後もしていけばいいかと思います。先ほ

どから効果の話が出ていますが、これを購入して、女性の視点で効果があった

と書かれてしまうことには若干の違和感があります。※印のところに、避難所

のほうにこの簡易間仕切りを送ったとありますが、購入してあったものを送っ

たと理解してよろしいでしょうか。  

【事務局】 

はい。今回、避難所に使用した近隣センターのホールや市外の被害者を受け入

れたつつじ荘で使用しました。（注：東日本大震災における我孫子市内の避難所

については次ページ【高橋次長】を参照） 

【柚木委員】 

それからもう１点。４４ページ事業№①「審議会等の女性委員の登用」とい

うことで、４３．１％です。すごく高いなと思ってびっくりしているところで

すが、４５ページからの具体的な審議会の名称がのっていますが、これの平均

と理解してよろしいのでしょうか。 
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【事務局】 

全ての審議会（６４審議会）の平均をとって、４３．１％という数字が出ま

した。４５ページからの審議会は平成２２年度に新規、改選があったものだけ

です。 

【柚木委員】 

中を詳細に見ていきますと、女性比率が高いところと、１０％程度のところ

と、かなりばらつきがありますが、平均すると４３．１％ということですね。 

【事務局】 

はい。そうです。 

【鈴木（知）委員】 

 県の推進員の企画で、１０月に女性に配慮した防災グッズの展示会を計画し

ています。我孫子市は更衣室があると聞いたのですが。 

【事務局】 

組み立て式更衣室はありますが、今回我孫子市の場合は、体育館ではなく近

隣センターを避難所として使いました。和室もある小さなところでしたので更

衣室は不要と判断しました。なお、女性職員も避難所担当として対応しました。 

【鈴木（知）委員】 

もう１つは、意思決定過程への女性の参画ですが、今度の情報紙『かがやく』

で１０年前と今で比較した表を出す予定です。やっぱりばらつきがあるので、

市民の目で見ていただくと、それぞれご感想があると思います。事業を実施す

る人と評価をする人とが同じというのは疑問だと思うので、例えば男女共同参

画プラン推進本部で、自分が担当でないところを見るという工夫もできるのか

なという気がします。そうすれば自分の担当のところは推進するし、他のとこ

ろは冷静な目で見ることができるのではないかと思っています。実施する側と

評価する側を別々にすることを検討していただくようにお願いします。 

【高橋次長】 

先ほど震災関係のことでお話がありましたけれども、３月１１日の震災があ

りまして、避難所を我孫子市内の近隣センターに設けました。本来は学校の体

育館等が避難所になっているのですが、数的に体育館を使うほどのこともない

ので、部屋数もあり、部屋も小さく分かれているということで近隣センターに

しました。一晩だけ数人の方が布佐中学校に避難されましたが、近くに近隣セ

ンターがありましたので、移っていただきました。 

 ほとんどの近隣センターに和室があって、家族単位で入れましたし、ホール

に入っていただいた方にはこの簡易間仕切りをすべて設置することができまし
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たので、プライバシーは守られたと思っています。近隣センターの場合は更衣

室を特に設けなくても、和室を使えたということと、男女別と障害者用のトイ

レもありましたので、それを活用することができました。備蓄品としては、緊

急用の水、食料、アルファ米とかカップヌードルなどを、すぐお出しすること

ができました。 

 それから一時ですが、震災のあった日に帰宅難民でけやきプラザがあふれま

したけれども、南近隣センターを利用することができました。帰宅難民の方た

ちに、市が備蓄していたアルファ米や、近くのパン屋さんからパンの提供があ

って、お配りすることができました。本当に皆さん協力してくださったので助

かりました。市はお湯の手配をして皆さんに提供できたのと、毛布を約１人２

枚ぐらいお配りして一晩過ごしていただいきました。けやきプラザは１１階建

ての建物なので、８階９階と近隣センターを使っていただいたお年寄りなどは、

エレベーターが止まったので、けやきプラザの管理人や近隣センターの方たち

におんぶしてもらって非常階段を使いました。まちづくり協議会さんはご苦労

でしたが、日頃の防災訓練が役に立ったということでした。 

 女性に対する生理用品など防災用品の備蓄につきましては、どれだけどこに

備蓄するかということを検討課題として進めています。費用についても準備す

るようにお願いしていますので、震災を機に、色々な事で話し合いを進めてい

きたいと思います。間仕切りについても、今回は間に合いましたが、これが全

市に亘った場合には足りないからもっと蓄えようとか、備蓄品についてもだい

ぶ使いましたので、さらに購入するよう検討しております。 

特に今回は東側の布佐地区が液状化で被害を受けましたので、そちらにお住

まいの方たちを中心に災害ボランティアを立ち上げ、１６０人以上の方たちの

協力を得まして、それぞれのところで炊き出しとか、急ぎの情報を配っていた

だくなどのご協力をいただきました。 

 災害ボランティアのほかにも、各市民団体の方たちも独自で活動していただ

いたり、個人の建物の中に入って一緒に片づけをしていただいたり、だいぶ活

躍していただきました。 

 今回の震災を機に、予算の見直しをするとか、日用品のほうも不足はなかっ

ただろうかとか、各団体との連携はどうだったかとか、自治会同士のつながり、

まちづくり協議会同士の助け合いとか、そういうところを今検証しているとこ

ろです。 

 ですから、お話の中に出てきた女性の視点でというところでも十分検証して

おりますので、次の場面ではこういうものが追加されたという報告もできると

思っておりますので、そのときには説明させていただきます。 

【森谷委員】 

３７ページの№７１「お元気コール」ですが、地震のときにお元気コールが

どこまで活躍したか把握していますか。ここに効果がありましたとあるけれど

も、地震で電話が通じなかったんです。お元気コールを一番必要とするのはあ

あいう時なんです。その時通じなかった。だから私はあまり効果を認められな

いんです。 
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 それから、各市町村のホームページを見ると、女性が市長になったり副市長

になったりしているのが出ています。女性の割合がどうなっているか、根本的

なことなので、我孫子市の管理職割合もホームページに出してください。 

 いま買い物難民が各市町村でいちばん困っているんです。我孫子には買い物

難民に対応する市民活動をやっている団体がないので、特に女の人は買い物は

得意なんだから、主導権を持ってやってもらったらいいかと思います。 

【柚木委員】 

 市の施策は「男女共同参画計画プラン実施計画２１年度～２５年度」に基づ

いて行われていて、ここには２２年度の実施報告がされているわけですね。私

も昨年からであまり詳しくは存じ上げませんが、皆さん一番気になさっている

のは、この事業の評価を誰がどのように評価するのか、と思うんですね。実施

計画の間に変更できるかどうかわからないんですが、もし可能であれば評価の

ありかたを見直すという次年度への提言とか、それとも、この５カ年計画がで

きているのであれば、その次の計画のときに、重要な審議事項として評価主体

の見直し項目を必ず盛り込むとか、今皆さん非常に関心をもって議論してくだ

さっているところですが、解決が出ないような状況になってくるわけです。そ

の辺を盛り込んでいけばよろしいのではないかという気がします。 

【大村会長】 

 私もその辺は気になっております。具体的に誰が評価するかということもあ

りますし、評価の主体を切り離すということが根本だと思いますけれども、少

なくとも評価の基準は統一するというのが好ましいと思います。それも難しい

としても、基準を明示することが一番やりやすいことだと思うんです。それが

文書の形で組み込まれていれば、もう少し読みやすいと思います。その点で、

事業の成果のところで、ａ成果があったというところでは、こういう意味で成

果があった、啓発ができた、役に立ったとか、ｂのところでは、こういう問題

があるけれども努力をしているとか補足説明がある項目があります。この補足

説明がａなりｂなりの根拠になっているかと思いますので、各課で、どう普通

なのか、どう成果があったのかを、できるだけ明示していただくことから始め

て、基準の統一とか評価主体の切り離しとか、今後の方向性としてそういう検

討をしていただければ、それも前進になるのかなと思います。 

 防災用品のところで、１６ページの№３２「女性の視点を盛り込んだ防災用

品の整備」の部分を補足説明なしで読んでいきますと、これこれのものを設置

しました。これこれのものを輸送しました。これこれのものを購入できません

でしたということを単純に並べていくと、私は矛盾しているように思ってしま

ったので、それぞれの関係が明確になるように、読んで飲み込めるような書き

かたをすることはできないのかなと思いました。書き方について今後ご検討い

ただければありがたいと思います。 

【鈴木（知）委員】 

 ５４ページの「セクシャル・ハラスメント、及びパワー・ハラスメントの相
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談」ですが、実績が３件で評価がｂということになっています。私にすれば、

相談件数があったら、あった時点で普通とは思えないんです。そして、相談窓

口を設置したからといって解決するようなわけではないような気がするんです

けれども、そういうことが起きないような、何か対策というか研修会とか、解

決に導くような工夫をしていないのか。ここではちょっと見えないのですが、

ただ相談だけ受けているのでは解決に導けないのかなと思いました。 

【大村会長】 

今のお話は、最終的にはセクシャル・ハラスメントとかパワー・ハラスメン

トがなくなるのが目的だけれども、窓口を開設するという体制を整えたことが

成果なのか、体制を整えて実際に相談という形で反応が来たことが成果なのか、

反応があって個別のケースに対して対応したことが成果なのか、どのレベルで

成果を図るかということにもつながってくると思いますので、最終的な解決は

難しいんですが、問題提起として非常に重要だと思います。 

◎事務局補足 

相談があった場合には、「職場におけるセクシャル・ハラスメントに関する要

綱」に基づき、適切な解決に導いています。 

【酒井委員】 

 先ほどの基準を決めるというところで、評価はやはり数値が大事だと思うん

ですね。数値を決めて、それで、現在は何％まで達成した、あとまだこれだけ

足りないというが一番見やすい、わかりやすいと思います。事業が全て目標数

値が掲げられるかというとそうとは限らないんですけれども、たとえば、審議

会の委員の登用率は４３．１％と、これはまさに目標を達成できたので「a」と

いう評価になる。一方、自治会、まちづくり協議会における女性役員の登用で

は、全体の人数と女性の人数を記載することで終わっています。なかなか自治

会長さんも女性が少ないという話を聴きますので、やはり具体的に何％とかい

う数値を入れたほうがいいと思います。今度『かがやく』という情報紙に出る

らしいんですが、たとえば３０％の目標を決めて、今回９．９％ですよという

数値を決めることが一番わかりやすいのではないかと思います。そうすれば評

価が見えやすいと思います。 

【篠原委員】 

 ここに載っているのは各課の男女共同参画に関する事業をピックアップした

ものだと思うんです。以前私が教育委員会の指導課にいて、男女平等教育に当

たっていたときの経験で言うと、例えば、男女平等教育については、事業評価

で目標数値を決めておいて、それが達成したかどうかで評価するという事業ご

とのシステムがあると思います。いま目標値というお話が出ていたので、評価

システムがないわけではなく、全てそういう形でやってきているのではないか

と思うのですが、いかがでしょうか。 
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【事務局】 

 市では、行政評価といいまして、それぞれの仕事についての目標を決めて、

達成度をホームページにも載せています。 

【高橋次長】 

目標値は、数字で表せる場合と表せない場合があって、満足度などを数値で

捉えた評価もありますが、では満足度というのはどういうふうに調べたらいい

かと悩んでいる課もあります。ですから、すべてにおいて、同じようなレベル

で評価ができているかというと疑問もありますけれども、やはり市民の方が見

てわかりやすい評価にしていくのは市の責任と思います。今後評価の仕方につ

いては各課で検討していきたいと思います。 

【新保委員】 

 事業の内容についても、果たしてこれで成果が上がるのかというのも何件か

あります。１ページの№１、「自治会、まちづくり協議会の参画の働きかけ」で、

実施の内容は、情報紙『かがやく』を回覧するということなんですよね。私も

自治会の会長をしたことがあって、回覧はしましたけれども、それによって別

に自治会の中で、女性の役員を増やしましょうねという話し合いになったわけ

でもなく、また市からそういう働きかけがあったわけでもない。そう考えると、

この回覧という方法が、女性の参画の働きかけとして適当なのかどうかは考え

る余地があると思います。 

もう１ついえば、私が会長になったときに驚いたのは、そのとき自治会の役

員は３０人ぐらいおられたんですけれども、そのほとんどが男性の名前なんで

すね。しかし会合を開くと出てくるのは女性ばっかりで、男性は１人もいない。

それは日曜日に開いても同じで、どうして男性の名前ばかりなのかというと、

いや、こういうものはやはり世帯主の名前でなければと皆さんおっしゃるんで

す。その意識といいますか、実際に働く人の名前がそこに載っていないと、い

ろいろ連絡するときに不都合なことがあるので、意識を変える働きかけは難し

いとは思うんですが、そういうところから、働きかけるとしたら必要なんじゃ

ないかなと思ったことがあります。 

 それから５８ページの１３番に、ワーク・ライフ・バランス、「地域生活・家

庭生活・職場生活の調和ができる環境の整備」というのがありますが、それぞ

れ総務課とか消防本部とかいろいろ働きかけをしている中で、教育総務課が「特

になし」。あまり成果はなかった。事業を実施しなければ成果はないのは当然な

んですけれども、これは何か理由があって、教育総務課は事業を実施しなかっ

たのでしょうか。 

【事務局】 

 今の教育総務課の「特になし」に関するご質問ですが、担当課に確認して、

後ほど皆さんにご報告いたします。

【大村会長】 
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では、あとでお願いします。 

【森谷委員】 

最近、血縁、地縁が薄くなって、高齢者の孤立している姿が出ているんです。

それを地域として支えようと傾聴ボランティアをしている女性団体があって、

両方とも老人ホームに行っているんですが、市は、施設に入っていない高齢者

も生活できるように考えてほしい。 

【高橋次長】 

傾聴ボランティアについては、高齢者支援課が担当していまして、当然検討

課題としてあがっていると思いますから、伝えておきます。 

【広瀬委員】 

社会福祉協議会では、電話で在宅のお年寄りにお話を聴くような活動はある

んじゃないですか。 

【鈴木（寿）委員】 

電話もありますが、社協の訪問傾聴ボランティアは、５０件～６０件ぐらい

は個人宅です。ただ、傾聴ボランティアの場合、個人のお家にお伺いするのは

非常に難しい。そこの家に入るために、いろいろな手段というか、お１人暮ら

しのお年寄りに心をまず開いていただく作業をしないと、怪しい人が来たと思

われることもありますので、一般のボランティアが個人のお宅に伺うのは難し

い。たしかにテクニックも必要だとは思いますが、社会福祉協議会の場合は市

のケースワーカーとの連携、接点の中でお伺いしていますので可能ですが、そ

うでないと非常に難しいのかなとは思います。 

【森谷委員】 

３月１１日以降のことですが、我孫子は買い物難民がすごく多くなったんで

すよ。店が坂の上にあるので、高齢者は買い物にいけない。そういうものを本

当は女性に、これからの手助けとしてやってもらいたいと思うんですよ。女性

は気配りもできるし、話を聞けるでしょう。 

鈴木さんが言ったように、知らない家に行くのは確かに難しいです。私も３

０年前に家庭訪問をしたことがあるけれども、２回や３回は門前払いで、そん

なことしなくていいですよと言われました。そこを乗り越えていくのが本当の

福祉じゃないかと思います。 

【鈴木（寿）委員】 

今の買い物難民の話でいうと、今回の地震のときに、布佐の都地区で、一部

非常に液状化がひどかったんですが、駅の北側のナリタヤが電気や水道の関係

で店を開けなかった。たまたま、布佐の南側の東急ストアが２月に閉店してた

ので、布佐の人たちは、３月１２日以降、スーパーがなくなって、被害を受け

なかった人も買い物ができなくなったという事実がありました。さっきの備蓄
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品のところで、実際、生理用品とかオムツとかも必要だろうし、今回も市内の

色々な部分で利用しましたが、お年寄りなんかは動けないし、成田線は止まっ

てたしということもあるので、今回の防災計画でも総合的な見直しが必要にな

るのかとは思いました。普段買い物できている人でも、そういう時は買い物難

民になる人がたくさん出たので、平時のときから、買い物難民を解消できるよ

うなことがあれば、またちょっと違ったものになったのかもしれないという感

じはしています。 

【森谷委員】 

他の地域でも買い物難民というのはあって市民活動が始まったところはだい

ぶあるんですよ。これからは、高齢化率３０％を超えた新木などでももっと考

えて、女の人が買い物の手助けをするような案を出してもらいたいんです。 

市民活動をみると、男性のボランティア団体はどんどん進んでいく。だけど

女性の発想のボランティア団体は出てこない。女性はそういうところに進んで、

市民のために色々な方法を考えたらどうかと思う。女性としての意見を出して

もらいたい。 

【新保委員】 

今女性としての発想という話があったのですが、４ページ№８「男女共同参

画に関する学習講座」の、女性カレッジ「女性魅学コース」について。この実

施の内容ですが、特に男女共同参画に関する学習が入っているとは思わないん

です。なぜかというと、私もこの講座を受講しておりますので、そう思うんで

す。この講座は女性だけを対象にしているのですが、どちらかの性を対象にし

た講座をするときに、男女共同参画に反したような内容になってしまう危険も

大きいと思うのです。私が今まで３回出た中では、男女共同参画に対する意識

を刺激するような内容だとは思えないんです。ただ、事業の目的を見ますと、

「男女共同参画に関するテーマを組み込み実施する」ということで、しかも、

学習機会を提供するということなので、これからそういう講師の方が来られる

かもしれませんが、今までの講座の内容を見た限りでは、男女共同参画との関

連をつかみにくいところがありますので、どういう内容でどういう成果があっ

たかということを、男女共同参画室の職員の方が立ち合って、確認する必要が

あると思います。今のところは、講座内容には市の職員は立ち会っておられな

いように思います。 

【鈴木（知）委員】 

昭和６１年、我孫子市に「婦人大学」という市の公民館が主催している講座

があって、その中で国の女性施策などを学びました。ナイロビ会議に出席した

方を講師にお招きしたりとか、それが私が男女共同参画に目覚めたきっかけで

す。その後に公民館講座で、福祉のことも学びましたが、やはり一番最初に男

女共同参画の視点が入っている講座を受けたので、その視点を通して社会を見

ることができました。その頃は女性の政策･決定の場にいた方は本当に少なかっ

たので、そういう方が講師に来て、お話を聞いたりしました。だから男女共同
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参画の基本みたいなことを行政として働きかけることが大事なのかなと思いま

す。全部が市民まかせで、ポリシーがなくなってしまうのもよくないので、あ

まり強制や押し付けはいけないと思いますが、自主性を重んじつつ、根底のと

ころで大事なところは行政が押さえていくというのは必要だと思います。 

【柚木委員】 

今のお話の関連ですけれども、男女共同参画社会基本法ができて 10 年経って、

その間若干の混乱があったり、バックラッシュがあったり、いろいろなことが

あったりしました。ですから、いま、「女性らしく」とか「女性独自の」とか「女

性特有の」とかを押していくものと、本当の意味の男女共同参画というところ

と、いわゆるジェンダー政策と女性政策みたいな住み分けのようなことの認識

の具合が、たぶん 10 年を経過して、ちょっとぐちゃぐちゃになってしまってい

るのかなというのは、私も個人的に思っています。 

 おそらく市の各課が、予算がついて、講習なり研修をやろうといったときに、

お考えになるのは職員の方だと思うんですが、どういうプログラム内容にしよ

うかといった場合に、女性魅学講座というかたちで、どちらかというと昔に戻

るような「女性らしく」というような形、私も拝見してそう見えると思うんで

すけれども、そういう形になってしまったりすることがありますので、あわせ

て職員の研修というのでしょうか、男女共同参画の意味とか意図とかいうもの

をもう少し徹底してやったほうが、色々な事業に具体的に反映させる役割を担

っている職員の方にとっても有益かなと思います。 

【大村会長】 

平成２２年度の事業ということではよろしいでしょうか。では、いままでい

ろいろなご意見をいただきましたので、ご検討いただきまして、ぜひそれを反

映させていただくようにお願いいたします。 

続きまして、平成２３年度の事業計画について事務局から説明をお願いいた

します。 

【事務局】 

 平成２３年度の推進事業につきましては、現在の実施計画が平成２１年から

平成２５年までの５年間の計画ですので、昨年と同じ内容で執行される予定で

す。また、２３年度の新規の事業の予定はありません。以上です。 

【大村会長】 

 それでは、ただいま説明いただきました２３年度事業計画について、ご質問

ご意見がありましたらお願いいたします。 

 私から一つ質問しますが、我孫子市の保育園の待機児童数の状況はどうなっ

ていますか。 

【事務局】 

 ２３年３月末で、２，０３１人の在籍数で、３１１人の定員オーバーとなっ
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ています。２３年度から１，９３０人になるとはいえ、それでも定員オーバー

しているということですが、待機児童はありません。 

【鈴木（知）委員】 

男女共同参画情報紙『かがやく』のことで、先ほど回覧について要検討とい

うご意見がありましたが、計画の中では継続実施となっています。私も『かが

やく』の編集委員をやっていて、自分の町会で回覧が回ってきたり、友達に「『か

がやく』って知ってる？」って聞いたりしますけど、ほんとに皆さん見ていな

い。名前すら知らないんです。でも、「成果があった」で、継続実施になってい

ますから、このままいくんですね。 

【大村会長】 

回覧というのは、我孫子の場合は各戸を回覧するですか。 

【鈴木委員】 

回覧板に１部はさんで１０軒ぐらい回っていくんですが、１部お取りくださ

いならいいんですが、緊急のものでなければ「あ、これね」と次に回してしま

うので、読まれることがない。回しているから成果があるというのは、ちょっ

と違うのではないかと思います。 

【大村会長】 

私は船橋市で、『えふ』という男女共同参画啓発紙があります。うちはマンショ

ンですが、回覧は１階ごとにぶら下げているだけで１戸１戸回ってきません。

ですからだれも読んでいないと思います。私は船橋市でも元審議会委員なので、

回覧の実態がどうなっているのか私も気になるところですね。情報として目に

届いているのかどうかということですね。 

【鈴木（知）委員】 

ホームページにはアップされていますが、ホームページを読めない方もいら

っしゃるし、先ほどのご意見で要検討となっているけれども、この計画では継

続になっていますので、どうなのかなと思ったんです 

【大村会長】 

同じことをやってもしょうがないんじゃないか、効果があるかどうかという

ことですね。 

【事務局】 

現在は、回覧という方法しか考えておりませんが、市の窓口には置いてあり

ますし、各行政センター、近隣センター等には配置しています。さらに、他に

何かいい方法を検討していきたいと思います。 

【大村会長】 
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他になければ、２３年度の事業計画については、これで終わらせていただき

ます。 

つづきまして、事務局から昨年の審議会で出ました情報について、報告をい

ただきたいと思います。 

【事務局】 

ご報告は２点です。１点は、森谷委員から情報をいただきました「女性版も

もたろう」のＤＶＤについて、もう１点は、渡辺委員からいただきました「商

工業における家族経営協定」についてです。 

「女性版ももたろう」は、平成１８年に愛知県の「北名古屋市女性の会男女共

同参画委員会」製作の名古屋弁による男女共同参画啓発創作劇「モモタロー･

ノー・リターン」でした。

これは昔話の「桃太郎」を男女共同参画の視点で描いたもので、「桃から生ま

れたのが桃太郎ではなく、女の子の桃子であったらどうなるのか」というとこ

ろから始まり、子育てや鬼が島の場面など、昔話と同様な場面が用意されてい

ますが、常に女性の人権を意識してつくられています。これは「愛知県ビデオ

コンテンツ」というホームページにありますので、「モモタロー・ノー・リター

ン」で検索していただけばご自宅でもご覧になれます。

「自営の商工業における家族経営協定」につきましては、県内のいくつかの

市の男女共同参画計画を確認しましたところ、千葉市で「自営の商工業等にお

ける男女の経営参画と労働環境の整備」という項目がありました。また、香取

市では「自営業等における男女の経営参画の啓発」という事業がありました。

さらに、全国的に見ると、鳥取県米子市、茨城県美浦市、栃木県小山市など、

「自営の商工業における経営参画」はいくつかの市で導入しております。今後

は担当課とも連携して、さらに研究を続けてまいりたいと思います。

【大村会長】

予定しておりました審議報告事項は以上ですが、全体を通じまして何かご意見

がありましたらお願いいたします。 

【渡辺委員】 

昨年の私の発言に対して調べていただいてありがとうございました。ぜひ実

現するといいと思いますので、よろしくお願いします。 

【大村会長】 

それでは、これを持ちまして、我孫子市男女共同参画審議会を終了いたします。

ご協力ありがとうございました。 

終了 


